
■返信用封筒に 貼付していただく切手の額

➡

※郵便の配達事情も考慮し、令和７年９月２４日（火）以降に請求（投函）される場合、
返信が１０月１日以降になることが見込まれますので、「変更後」の切手額を貼付してく
ださい。

　令和６年１０月１日から郵便料金の改定が行われることに伴い、当校へ郵送により「学
生募集要項」を請求される場合、「返信用封筒」に貼付していただく切手の額が下記のと
おり変更になりますので、ご注意ください。

令和7年度生学生募集要項の郵送による請求の切手額の変更について

令和６年１０月１日以降、「学生募集要項」
を郵送により請求される方（変更後）

３２０円

変更前（学生募集要項に記載の額）

２５０円


